
有識者プレゼン：「老後に係る税制の諸課題～日本版個人退職年金勘定（JIRA)の構想～」①

※ 政府税制調査会（2020年10月22日）における慶應義塾大学・佐藤英明教授の提出資料を主税局において抜粋、編集したもの。

めざすべき将来像（未来のゴール）
○⾼齢期における収⼊に関する課税が、現役時代における働き⽅や⽼後への備え⽅の違い、⾼齢世帯における収⼊
のあり⽅の違いなどに左右されない、中⽴的な税制の構築

○公的年⾦とともに、⾼齢者の⽣活を⽀える柱となる各種の年⾦収⼊への課税関係を統⼀

拠出と給付の統合の姿（JIRA）

従業員

企 業

個人型確定拠出
年金等

各種の企業年金

①拠出

③拠出
（従業員非課税）
（企業・控除）

②拠出

JIRA

• ①＋②について従業員の所得から控除
• JIRAは従業員（国⺠）1⼈が1つだけ保有する「拠出の共通枠
⇨①＋②＋③について上限を設定・管理

公的年金

個人型確定
拠出年金等

元
従
業
員

企業年金

JIRA

④年金支給

⑥年金支給

⑤年金支給

• ④＋⑤＋⑥の合計額が元従業員の年⾦にかかる収⼊⾦
額となる。

• ⑤＋⑥がJIRAからの受給と観念される

○ 拠出時 ○ 受給時

66



道程〜拠出と給付の統合（⽇本版個⼈退職年⾦勘定︓JIRA）
１．拠出段階

企業年⾦と個⼈型確定拠出年⾦を統合した「拠出の共通枠」を設ける
当⾯は、2号被保険者の拠出枠を統合して管理する

有識者プレゼン：「老後に係る税制の諸課題～日本版個人退職年金勘定（JIRA)の構想～」②

※ 政府税制調査会（2020年10月22日）における慶應義塾大学・佐藤英明教授の提出資料を主税局において抜粋、編集したもの。
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